
新 旧 対 照 表 
新 旧 

（省略） 
 
４．地域再生計画の目標 
 
  目標１ 汚水処理人口普及率  ６８%  →  ７３% 
   
 
 

５．目標を達成するために行う事業 
（省略） 
 
  ５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
 
   [整備量] 
    ・浄化槽（個人設置型）   ２，４２１基 
              
 
 
 
     なお、各施設による処理人口は下記の通り。 
 
 浄化槽 町全域 ３６０人（定住者人口） 
 
 
  

（省略） 
 
４．地域再生計画の目標 
 
  目標１ 汚水処理人口普及率  ６８%  →  ７２% 
   
 
 

５．目標を達成するために行う事業 
（省略） 
 
  ５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 
 
   [整備量] 
    ・浄化槽（個人設置型）  ５人槽 １，０７５基 
                 ７人槽   ６５０基 
                １０人槽    １５基 
      
         
     なお、各施設による新規の処理人口は下記の通り。 
 
  浄化槽 町全域 ２６０人（定住者人口）   
 
 
     
  



新 旧 対 照 表 
新 旧 

   [事業費] 
    公共下水道          １，１９８，１００千円 
              （うち、単独 １８１，０００千円）

              （うち、国費 ５４３，８００千円）

    浄化槽（個人設置型）       ８９６，０７０千円 
              （うち、国費 ２９８，６９０千円）

    合計             ２，０９４，１７０千円 
              （うち、単独 １８１，０００千円）

              （うち、国費 ８４２，４９０千円）

 
 
（省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
   
 

   [事業費] 
    公共下水道          １，１９８，１００千円 
              （うち、単独 １８１，０００千円） 
              （うち、国費 ５４３，８００千円） 
    浄化槽（個人設置型）       ６５５，４８５千円 
              （うち、国費 ２１８，４９５千円） 
    合計             １，８５３，５８５千円 
              （うち、単独 １８１，０００千円） 
              （うち、国費 ７６２，２９５千円） 
 
   
（省略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


